
家庭から出
た資源ごみ

資源にならないもの（残さ物）

アルミ缶プレス（圧縮物）

びん（無色、茶色、その他の色）

リターナブルびん※2
選別・圧縮・梱包

プラスチック製容器包装

紙製容器包装

ペットボトル

スチール缶 選別・圧縮

アルミ缶

紙パック

段ボール

新　　聞

雑　　誌

 ※2 管内のびん商廃業のため、ガラスカレットとして再商品化 鉄　　類

(平成24年4月1日以降）

再商品化義務※1　なし

十勝リサイクルプラザ
（資源ごみの中間処理）

家庭から出た資源ごみの流れ

くりりんセンター

（ごみの処理・処分）

市町村
（収集・運搬）

容器を作ったり利用し
た事業者が再商品化
の義務を負うもの 分別基準適合物

一部独自処理（再生処理）

容器包装リサイクル法

(公財）日本容器包
装リサイクル協会

有価物

紙製容器包装の手選別作業状況

※1 再商品化義務　・・・・ 事業者は、市町村が分別収集した容器包装廃棄物
を、自ら又は指定法人（日本容器包装リサイクル協
会）やリサイクル事業者に委託して再商品化しなけ
ればならない 容器包装以外で再生

利用されるもの

(売却)


